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計量行政審議会について（計量法及び計量法施行規則（抜粋））

○計量法（平成四年法律第五十一号）

（計量行政審議会）

第百五十六条 経済産業省に、計量行政審議会（以下「審議会」という。）を

置く。 
２ 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理す

る。 
３ 審議会は、学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣が任命する会

長一人及び委員十九人以内で組織する。

４ 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

経済産業省令で定める。

（審議会への諮問）

第百五十七条 経済産業大臣は、次の場合には、審議会に諮問しなければな

らない。

一 第二条第一項第二号若しくは第四項、第三条、第四条第一項若しくは

第二項、第五条第二項、第十二条第二項、第十三条第一項、第十六条第

一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項、第五十七条第一項若しく

は第七十二条第二項の政令、第十二条第一項の商品を定める政令又は第

十九条第一項の特定計量器を定める政令の制定又は改廃の立案をしよ

うとするとき。

二 第百三十四条第一項若しくは第二項の規定による指定をし、又は同条

第三項若しくは第四項の規定によりこれらの指定を取り消そうとする

とき。

三 第百三十五条第一項の規定により特定標準器による校正等を行い、若

しくは日本電気計器検定所若しくは指定校正機関に行わせ、又はこれら

を取りやめようとするとき。

○計量法施行規則（平成五年通商産業省令第六十九号）

（部会）

第百九条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長が

あらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

６ 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決

とすることができる。
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（議事）

第百十条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席し

なければ、会議を開き、議決することができない。

２ 委員の三分の一以上の者から会議に付議すべき事項を示して会議の召集

の請求があったときは、会長は、会議を召集しなければならない。

３ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席した

ものの過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外

の者を会議に出席させ、意見の表明又は説明をさせることができる。

５ 委員、臨時委員及び専門委員は、会議に出席することができない場合で

あっても、会長の許可を受けたときは、会議において、その意を文書によ

り表明することができる。

６ 前五項の規定は、部会の議事に準用する。


